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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 平成 23(受)603 原審裁判所名 名古屋高等裁判所 

事件名 遺産確認，建物明渡等請求事件 原審事件番号 平成 22(ネ)414 

裁判年月日 平成 26 年 2 月 14 日 原審裁判年月日 平成 22 年 12 月 10 日 

法廷名 最高裁判所第二小法廷   

裁判種別 判決   

結果 破棄差戻   

判例集等 民集 第 68 巻 2 号 113 頁   

 

判示事項 共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者と遺産確認の訴えの当事

者適格  

裁判要旨 

 

共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は，遺産確認の訴えの当

事者適格を有しない。 

 

全 文 

主    文 

原判決中上告人らに関する部分を破棄する。  

前項の部分につき，本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。 

理    由 

上告代理人片山主水，同青葉憲一，同杉山泰一郎の上告受理申立て理由（ただし，排除され

た部分を除く。）について  

１ 本件は，亡Ａの共同相続人（代襲相続人又は共同相続人の権利義務を相続した者を含む。

以下同じ。）である被上告人らが，同じくＡの共同相続人である上告人らとの間で第１審判決

別紙物件目録記載の各土地建物（以下「本件不動産」という。）がＡの遺産であることの確認

を求める事件（以下「第１事件」という。）と，上告人Ｙ１が，同物件目録記載１１の建物の

一部を占有している被上告人Ｘ１に対し，所有権に基づき，上記占有部分の明渡し等を求める

事件（以下「第２事件」という。）が併合審理された訴訟である。なお，上告人Ｙ１，同Ｙ２

及び同Ｙ３は原審口頭弁論終結後に死亡した亡Ｂの，被上告人Ｘ２，同Ｘ３，同Ｘ４及び同Ｘ

５は同じく原審口頭弁論終結後に死亡した亡Ｃの各地位をそれぞれ承継した。  

２ 原審の確定した事実関係の概要は，次のとおりである。  

(1) Ａは，本件不動産を所有していたが，昭和２８年１月２６日に死亡した。  

(2) Ａの共同相続人である被上告人Ｘ１，Ｃ，被上告人Ｘ６及び同Ｘ７（以下，この４名を

併せて「原告ら」という。）は，同じくＡの共同相続人である亡Ｄ（第１審係属中に死亡し，

上告人Ｙ４がその地位を承継した。），Ｂ，上告人Ｙ１，同Ｙ２及び同Ｙ３（以下，上告人ら４

名及びＢを併せて「被告ら」という。）のほか，その余のＡの共同相続人であるＥ，Ｆ，Ｇ及

びＨ（以下，この４名を併せて「Ｅら」という。）を被告として第１事件の訴えを提起した。

第１事件には，第２事件が併合された。  

(3) 第１事件の係属後，Ｅらが自己の相続分の全部をそれぞれ他の共同相続人に譲渡してい

たことが明らかになったため，原告らは，Ｅらに対する訴えを取り下げる手続をした。  

３ 上記事実関係の下で，第１審は，第１事件につき，原告らの訴えの取下げによりＥらが

当事者ではなくなったことを前提に，原告らの請求を棄却する旨の判決をし，第２事件につ

き，上告人Ｙ１の請求を棄却する旨の判決をした。これに対し，原審は，次のとおり判断し
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て，第１審判決を取り消し，被告らに関する部分につき本件を第１審に差し戻した。  

固有必要的共同訴訟である遺産確認の訴えの係属中にした共同被告に対する訴えの取下げ

は効力を生じないと解されるところ，自己の相続分の全部を譲渡したＥらも共同相続人とし

て遺産確認の訴えの当事者適格を失うものではないから，第１事件につき，Ｅらに対する訴え

の取下げが効力を生じないことを看過してされた第１審の訴訟手続には違法がある。また，第

２事件は，第１事件と整合的・統一的に解決すべきである。  

４ しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとおりで

ある。  

(1) 遺産確認の訴えは，その確定判決により特定の財産が遺産分割の対象である財産である

か否かを既判力をもって確定し，これに続く遺産分割審判の手続等において，当該財産の遺産

帰属性を争うことを許さないとすることによって共同相続人間の紛争の解決に資することを

目的とする訴えであり，そのため，共同相続人全員が当事者として関与し，その間で合一にの

み確定することを要する固有必要的共同訴訟と解されているものである（最高裁昭和５７年

（オ）第１８４号同６１年３月１３日第一小法廷判決・民集４０巻２号３８９頁，最高裁昭和

６０年（オ）第７２７号平成元年３月２８日第三小法廷判決・民集４３巻３号１６７頁参照）。

しかし，共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は，積極財産と消極財産とを包括

した遺産全体に対する割合的な持分を全て失うことになり，遺産分割審判の手続等において

遺産に属する財産につきその分割を求めることはできないのであるから，その者との間で遺

産分割の前提問題である当該財産の遺産帰属性を確定すべき必要性はないというべきであ

る。そうすると，共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は，遺産確認の訴えの当

事者適格を有しないと解するのが相当である。  

(2) これを本件についてみると，Ｅらは，いずれも自己の相続分の全部を譲渡しており，第

１事件の訴えの当事者適格を有しないことになるから，原告らのＥらに対する訴えの取下げ

は有効にされたことになる。  

５ 以上と異なり第１事件につき第１審の訴訟手続には違法があるとし，また，第２事件に

つき本案の審理をせず第１事件と整合的・統一的に解決すべきであるとして，第１審判決を取

り消した原審の前記判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は

理由があり，原判決中上告人らに関する部分は破棄を免れない。そして，本件については，本

案の審理をさせるため，原審に差し戻すのが相当である。 

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。  

(裁判長裁判官 小貫芳信 裁判官 千葉勝美 裁判官 鬼丸かおる 裁判官 山本庸幸) 

 

 

※参考：判例タイムズ 1410 号 75 頁、判例時報 2249 号 32 頁、金融法務事情 2015 号 104 頁、

金融商事判例 1464 号 40 頁、ジュリスト 1479 号 89 頁 

 


